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DRの種類

➢ いずれのDRにおいても、需要側での設備投資や行動変容にコストや手間が係るため、それに見合った
インセンティブ（or ディスインセンティブ）がないと需要家は動かない。

項目 上げDR 下げDR 需給調整市場でのDR

概要 再エネ余剰時等に電力需要を増加させ
るDR
※小売電気事業者と需要家との契約等

電力需給ひっ迫時に電力需要を抑制
させるDR
※一般送配電事業者又は小売電気事業者
と需要家との契約等

（余剰時・ひっ迫時に関わらず）実需
給断面で電力需給バランスを確保する
ために行われるDR
※需給調整市場で調達

主なDRの
指令方法

小売電気事業者が、（アグリゲーター
等を介して）需要家に需要増加を指
令する。

小売電気事業者又は一般送配電事
業者が、（アグリゲーター等を介して）
需要家に需要抑制を指令する。

一般送配電事業者が、（アグリゲー
ター等を介して）需要家に、必要な量
の応動を指令する。

イメージ
電力需要を増やす

（対価の受領or安い電気料金）

電力需要

時間

再エネ余剰時

電力需要を減らす
（対価の受領等）

電力需要

時間

需給ひっ迫時

一般送配電事業者からの
指令等に応じて精緻に応動

電力需要

時間
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出所）2022年11月28日 第2回 次世代の分散型電力システムに関する検討会 資料3出所）資源エネルギー庁ウェブサイト バーチャルパワープラント・ディマンドリスポンスについて
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/
vpp_dr/case.html

＜DR事例①＞
スーパーマーケットにおける蓄電池・空調設備を活用したDR

＜DR事例②＞
製造業での高度なDRの取組

【参考】産業におけるDR（ディマンド・リスポンス）

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/case.html
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/advanced_systems/vpp_dr/case.html
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⚫ 省エネ法（エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律）では、大規
模需要家（約1.2万事業者）に対し、電気の需給状況に応じたディマンド・リスポンス（DR）の実
績報告を義務化し、再エネ出力抑制時への需要シフトや需給逼迫時の需要減少を促している。

⚫ 令和５年度はDR実施「日数」の報告とし、令和６年度からはより高度なDR実施（DR量をkWh
で）で報告する仕組みに。

報告データ R4年度 R5年度 R6年度 R7年度～

【参考】
「最適化評価原単
位の改善」の評価

燃料＋熱＋
「電気使用量（月単位or
時間単位）」

「DRの実績」評価
【義務】

DRの実施回数
（下げDR及び上げDR）

高度なDR評価
【任意】

DRの実施量
（下げDR及び上げDR）

評価方法の策定 制度開始

評価方法の策定 制度開始

R5年度実績を報告

R5年度実績を報告

評価方法の検討・データ収集等 制度開始
評価方法の
策定

R6年度実績を報告

定期報告書におけるDR実施回数（日数）の記載（イメージ）

導入スケジュール

省エネ法におけるDR実施の報告制度（大規模事業者向け）
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【参考】家庭におけるDRに資する取組①
（出所）第54回再生可能エネルギー大量導入・次世代電
力ネットワーク小委員会（2023年9月8日）資料3を加工。
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（出所）第54回再生可能エネルギー大量導入・次世代電
力ネットワーク小委員会（2023年9月8日）資料3を加工。【参考】家庭におけるDRに資する取組②
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【参考】審議会での最近の議論：
「出力制御対策パッケージ」の需要サイド

⚫ 出力制御対策パッケージにおける需要面での対策について、家庭・産業分野のそれぞれに、予
算・制度的措置を講じることで、各措置が相乗的に効果を発揮する仕組みとする。

家庭
（低圧）

産業
（特高・高圧）

予算措置

• ヒートポンプ給湯機の導入支援

• 家庭用蓄電池の導入支援

• 省エネ法に基づ
く機器のDR
Ready化促進
（省エネ小委
で議論中）

• 電気事業法の
改正で位置づ
けられた特定卸
供給事業者
（アグリゲー
ター）の業界
団体を設立。
当該団体を通
じて予算の活
用を推進

• 系統用蓄電池等の導入支援

• 事業者用蓄電池の導入支援

• 事業所設備の出力を遠隔制
御できる機能の追加を支援

制度的措置

• 出力制御時間
帯の需要を創出
する取組等として、
小売事業者によ
る情報提供・
サービス提供を
促す取組の推進
（省エネ小委で
議論中）

• 省エネ法に基づく、
大規模需要家の
DR実績の定期
報告義務

（出所）第49回系統ワーキンググループ（2023年12月6日）資料1を加工。



分散型リソースを取り巻く環境変化の進展

⚫ 2011年の東日本大震災以降、カーボンニュートラルやレジリエンス等に対する関心の高まりを背景
に、太陽光等の再エネや、蓄電池やEV等の分散型リソースの導入拡大が大きく進んでいる。

⚫ 電力制度面においても、小売全面自由化や法的分離等を踏まえて卸電力市場、需給調整市
場、容量市場等の各種電力市場の運開が進み、それぞれの市場への分散型リソースの参入も実
現。また、2022年からは特定卸供給事業（アグリゲーター）制度、配電事業制度、特定計
量制度、FIP制度等が始まる、また2025年度からは次世代スマートメーターの導入も開始予
定であるなど、分散型リソースの活用拡大に向けた制度整備が進展。

⚫ 引き続きカーボンニュートラル達成を目指しつつも、足元では電力需給ひっ迫等の課題も顕在化し
ている中、これらの分散型リソースの潜在価値を「使い尽くす」ための措置が重要。

～2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025                2030                      2050

卸電力市場

需給調整市場

容量市場

調整力公募（電源Ⅰ’）

特定卸供給事業（アグリゲーター）制度、配電事業制度、特定計量制度、FIP制度等

★小売全面自由化 ★法的分離

再エネ拡大に伴う系統混雑の顕在可能性
⇒分散型リソースによる混雑緩和技術をどう活用するか

再エネの導入拡大（2030年に36～38%）
蓄電池やEV等の分散リソースの導入拡大

これら制度の活用拡大のために何が必要か

節電プログラム等を契機に小売事業者による経済DRが拡大
⇒更なる拡大のため省エネ法対応も含め、どういった対応が必要か

電源Ⅰ‘はDRが約250万kW活用、三次②へ
のアグリゲーターの参入も進みつつある
⇒より多くのリソースが需給調整市場や容量市
場等で活用されるにはどうするか

次世代スマートメーター
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【参考】 電力システムにおけるフレキシビリティの需給（ＩＥＡ予測）

（出典）IEA, World Energy Outlook 2023より抜粋

⚫ IEAによると、APS（Announced Pledges Scenario）※では、世界全体の短期的なフレキシ
ビリティ必要量は、2030年に現在の2倍、2050年には4.5倍となると予測。

⚫ このうちディマンド・リスポンス（ＤＲ）は、2030年に短期的なフレキシビリティ必要量の約1/3
を占める重要なリソースになるとみられている。

※ 各国政府が発表している温室効果ガス排出削減目標やその他気候関連の政策・誓約について、実際には今現在まだ実施されていないものも含め、
すべて期限通りに完全に達成されたものと仮定したシナリオ。
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